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補助参加申立事件

（基本事件・当庁平成１８年(行ウ)第１６０号不当労働行為救済命令一部取消請求事件）

決 定

被告補助参加申立人 ジェーアール西日本労働組合岡山地方本部

異議申立人（原告） 西日本旅客鉄道株式会社

被 告 国

処 分 行 政 庁 中央労働委員会

被 告 補 助 参 加 人 ジェーアール西日本労働組合

主 文

１ 本件補助参加申立てを却下する。

２ 本件補助参加申立てに対する異議の申立てによって生じた費用は、被告補助参加申

立人の負担とする。

理 由

第１ 申立ての趣旨

本件基本事件について、被告補助参加申立人ジェーアール西日本労働組合岡山地方

本部は、被告（処分行政庁中央労働委員会）を補助するため、本訴に参加する。

第２ 事案の概要及び争点

（ 「 」 。）１ 被告補助参加人ジェーアール西日本労働組合 以下 補助参加人ＪＲ西労 という

及びジェーアール西日本労働組合岡山地方本部（以下、平成１８年の組織改編前の岡

山地方本部を「旧岡山地本」という ）は、平成１２年２月２２日及び同１３年２月。

２６日、岡山県地方労働委員会（以下「岡山地労委」という ）に対し、①原告岡山。

支社の津山鉄道部、備中鉄道部、府中鉄道部、せとうち地域鉄道部及び岡山運転区に

おいて、現場管理者らが補助参加人ＪＲ西労の組合員に対し、転勤等の人事権を利用

するなどして組合からの脱退を慫慂したこと、これに応じなかった組合員を転勤、転

職させたこと、②同１１年１０月ダイヤ改正に伴う津山鉄道部縮小に当たり、同組合

員を多数転勤させたこと、③原告岡山支社が旧岡山地本から申し入れられた団交に応

じなかったことが不当労働行為に当たるとして、不当労働行為救済申立てをした。岡

山地労委は、平成１６年１０月１４日付けで、原告に対し、上記①のうち に対すX1
、 、 。る脱退慫慂が不当労働行為に当たるとして 支配介入の禁止 謝罪文の手交を命じた

これに対し、当事者双方が再審査申立てをしたところ、中央労働委員会（以下「中労

委」という ）は、平成１８年２月１５日付けで、原告に対し、前記①のうち の。 X1
ほか、 に対する脱退慫慂も不当労働行為に当たるとして、上記初審命令を一部変X2
更し、改めて支配介入の禁止、謝罪文の手交を命じた。本件基本事件は、原告が上記

中労委命令のうち原告に対し支配介入の禁止、謝罪文の手交を命じた部分の取消しを

求めた事案である。

２ 被告補助参加申立人ジェーアール西日本労働組合岡山地方本部（以下「申立人岡山

地本」という ）は、補助参加人ＪＲ西労の組織改編に伴い旧岡山地本は解散され、。
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新たに中国地域本部の下部組織として申立人岡山地本が結成されたところ、本件基本

事件については、原告岡山支社に対応する申立人岡山地本が訴訟の結果について利害

関係を有しているとして、平成１８年５月１７日、被告を補助するため民訴法４２条

に基づき補助参加申立てをした。これに対し、原告は、申立人岡山地本は法人ではな

く、民訴法２９条所定の法人でない社団にも該当しないから当事者能力を有しないと

して、申立人岡山地本の補助参加申立てについて異議を述べた。

３ 本件の争点は、申立人岡山地本が権利能力なき社団に当たり当事者能力を有するか

否かである。

第３ 当裁判所の判断

１ 民訴法２９条は、いわゆる権利能力のない社団の当事者能力について規定すると

ころ、権利能力のない社団が成立するためには、団体としての組織を備え、多数決

の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体が存続し、その組織において代

表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを

要すると解するのが相当である（最一小判昭和３９年１０月１５日民集１８巻８号

１６７１頁参照 。以下、このような見地から申立人岡山地本が権利能力のない社）

団に当たり当事者能力を有するか否かについて検討する。

２ 一件記録によれば、以下の事実が認められる。

( ) 補助参加人ＪＲ西労は、原告の従業員等で組織する労働組合である。補助参加人1
ＪＲ西労は、平成１８年、組織を改編し、中央本部と各地方本部という体制から、

中央本部の下に関西地域本部、中国地域本部を設置し、前記各地域本部の下に各地

方本部を設置する体制に改めた。そして、ＪＲ西労中国地域本部は、支社単位に米

子、岡山、広島、福岡の各地方本部を設置した。こうして、申立人岡山地本は、Ｊ

Ｒ西労中国地域本部の下部組織に位置づけられることになった。

( ) 申立人岡山地本は 「ジェーアール西日本労働組合岡山地方本部規約」を定めて2 、

いるところ、同規約には概略以下の規定が存在する（なお 「岡山地本」とは申立、

人岡山地本のことであり 「ＪＲ西労」とは補助参加人ＪＲ西労のことである 。、 。）

（地方本部）

第７条 ＪＲ西労岡山地方本部（以下「岡山地本」という）は、岡山支社および

別に定める範囲の組合員により構成する。

２ 岡山地本は、主として地方的課題の実現・組織拡大のために活動する。

（機関）

第１１条 岡山地本に、地本執行委員会の機関を置く。

（地本執行委員会）

第１２条 地本執行委員会は、地域本部執行委員会の決定にもとづき、具体的事

項および緊急の事項について運営し、地本役員で構成する。

２ 地本執行委員会は、地本執行委員長が招集し、構成員の３分の２以上

の出席によって成立する。

３ 地本執行委員会の議長は、地本執行委員長がつとめ、議事は、地本執

。 、 。行委員会定数の過半数で決定する 可否同数の場合は 議長が決定する

（地本役員の定数）
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第１４条 地本役員に地本執行委員長１名・地本執行副委員長若干名・地本書記

長１名・地域本部執行委員若干名の役員を置く （２項省略）。

（地本役員の任務）

第１５条 地本執行委員長は、岡山地本を代表する （２項以下省略）。

（地本役員の選出と任期および欠員の補充）

第１６条 地本役員は、地域本部大会において組合員の中から代議員の無記名投

票により選出する 地本役員の選出方法は 中央本部規則に準ずる ２。 、 。（

項以下省略）

（役員の解任）

第１７条 各級機関役員が次に該当する場合は、地域本部大会または地域本部委

員会の決定により解任される。

( ) 綱領・規約・諸規則・運動方針および地域本部機関決定に違反した1
とき。

( ) ＪＲ西労の名誉を著しく汚す行為のあったとき。2
( ) ＪＲ西労の団結または統制を著しく乱す行為があったとき。3

（規約の改正）

第１８条 この規約の改正を行う場合、地域本部大会において代議員の直接無記

名投票により、代議員定数３分の２以上の賛成を得なければならない。

３ 前記２の認定事実によれば、申立人岡山地本は、補助参加人ＪＲ西労組合及び中国

地域本部の下部組織であるところ、独自の規約が存在し、組織の代表者、組織として

の役割等を定めているものの、中国地域本部大会又は同地域本部委員会の決定に基づ

かずに役員の選出・解任、運営事項の決定、規約改正を行うことができないこと、構

成員による総会又はこれに類するものが設置されていないこと、会計に関する規定が

ないことなど、団体としての主要な点が定められておらず、一件記録上は補助参加人

ＪＲ西労及び同中国地域本部から独立して組織運営、財産管理等を行っていると認め

ることが困難である。したがって、申立人岡山地本は、いわゆる権利能力のない社団

、 。には当たらず 民訴法２９条により当事者能力を有していると解することはできない

そうだとすると、一件記録上は、平成１８年のＪＲ西労の組織改編に伴い、本件基本

事件の補助参加資格は、申立人岡山地本ではなくＪＲ西労中国地域本部にあるといわ

ざるを得ない。

４ 以上によれば、申立人岡山地本の本件基本事件についての補助参加申立てには理由

がないので、これを却下することとし、主文のとおり決定する。

平成１９年３月１４日

東京地方裁判所民事第３６部


